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No 質問日 質問内容 回答

1 令和5年5月25日
観測井の設置は土壌試料採取のボーリング孔と兼ねますか？
それともボーリング孔とは別に掘削して設置しますか？

仕様書第３章２（６）にあるとおり、観測井は汚染土壌の除
去後に、地下水の汚染状況を確認する目的で設置します。土
壌試料採取及びボーリングは土壌概況調査で基準不適合で
あった地点で実施しますので、観測井の設置と土壌試料採取
のボーリング孔は別に掘削することを想定しています。

2 令和5年5月25日
試料採取を行う区画の位置測量は、土壌概況調査業務時の測
量成果等に基づくと考えてよいですか？それとも北端を起点
とした10ｍ格子の設定になりますか？

土壌概況調査業務時に、北端を起点とした測量を実施してい
るため、土壌概況調査業務の成果品に基づき調査を実施する
ことを想定しています。
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